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(57)【要約】
【課題】写真や絵画等のシート状物と共に草花が飾られ
ることで、斬新な美観を有する額縁を提供する。
【解決手段】シート状物Ｐを前方から視認可能な状態で
保持することが可能な本体１０と、本体１０の前面に固
定されるフローラルフォームと、フローラルフォームに
よって保持される草花３０と、を具備した。また、草花
３０は、フローラルフォームから本体１０の前面に沿う
ように延設され、延設された側の端部近傍を本体１０の
前面に固定した。また、草花３０としては、プリザーブ
ド加工が施されているものを使用した。
【選択図】図１
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　シート状物を前方から視認可能な状態で保持することが可能な本体と、
　前記本体の前面に固定される草花保持部材と、
　前記草花保持部材によって保持される草花と、
　を具備する額縁。
【請求項２】
　前記草花は、
　前記草花保持部材から前記本体の前面に沿うように延設され、延設された側の端部近傍
を前記本体の前面に固定される、
　請求項１に記載の額縁。
【請求項３】
　前記草花にはプリザーブド加工が施されている、
　請求項１又は請求項２に記載の額縁。

【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、額縁の技術に関し、より詳細には草花によって装飾が施された額縁の技術に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、草花によって装飾が施された額縁の技術は公知となっている。例えば、特許文献
１に記載の如くである。
【０００３】
　特許文献１に記載の技術は、中央部に窓部が形成された本体（マット材）と、本体の背
面側の窓部下方に配置された草花保持部材（花差し部）と、を具備するものである。この
ような額縁において、草花の下部を草花保持部材によって保持すると共に、当該草花の上
部を窓部から前方に現出させる。このように構成することによって、額縁本体の中央部に
草花を飾りつけることができる。
【０００４】
　しかしながら、特許文献１に記載の額縁は草花を飾るためのものであって、写真や絵画
等を飾ることが出来ない点で不利であった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】実開平７－９１７１号公報
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００６】
　本考案は以上の如き状況に鑑みてなされたものであり、その解決しようとする課題は、
写真や絵画等のシート状物と共に草花が飾られることで、斬新な美観を有する額縁を提供
することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本考案の解決しようとする課題は以上の如くであり、次にこの課題を解決するための手
段を説明する。
【０００８】
　即ち、請求項１においては、シート状物を前方から視認可能な状態で保持することが可
能な本体と、前記本体の前面に固定される草花保持部材と、前記草花保持部材によって保
持される草花と、を具備するものである。
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【０００９】
　請求項２においては、前記草花は、前記草花保持部材から前記本体の前面に沿うように
延設され、延設された側の端部近傍を前記本体の前面に固定されるものである。
【００１０】
　請求項３においては、前記草花にはプリザーブド加工が施されているものである。
【考案の効果】
【００１１】
　本考案の効果として、以下に示すような効果を奏する
【００１２】
　請求項１においては、写真や絵画等のシート状物と共に草花が飾られることで、斬新な
美観が得られる。
【００１３】
　請求項２においては、本体の前面の広い範囲に草花を配置することができる。また、当
該草花の固定箇所が少ないため、当該草花を容易に取り外すことができる。
【００１４】
　請求項３においては、草花の劣化を抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本考案の一実施形態に係る額縁の全体的な構成を示した正面図。
【図２】草花を取り付ける前の状態の額縁の正面図。
【図３】同じく、分解斜視図。
【図４】額縁の側面概略図。
【考案を実施するための形態】
【００１６】
　以下では、図１から図４までを用いて、本考案の一実施形態に係る額縁１の構成につい
て説明する。額縁１は、写真、絵画、ポスター等のシート状の物（以下、単に「シート状
物Ｐ」（図３参照）と記す）を視認可能に保持するものである。額縁１は、主として本体
１０、フローラルフォーム２０及び草花３０を具備する。
【００１７】
　図２及び図３に示す本体１０は、額縁１の主たる構造体となるものであり、シート状物
Ｐを保持するものである。本体１０は、主として第一透明板１１、第二透明板１２及びビ
ス１３を具備する。
【００１８】
　第一透明板１１及び第二透明板１２は、正面視長方形状の板材である。第一透明板１１
及び第二透明板１２は、透過性を有するアクリル等の樹脂によって形成される。第一透明
板１１及び第二透明板１２は、正面視において同一形状となるように形成され、第一透明
板１１の背後に第二透明板１２が配置される。
【００１９】
　ビス１３は、第一透明板１１と第二透明板１２とを固定するものである。ビス１３は、
第一透明板１１の四隅と第二透明板１２の四隅とを締結する。この際、当該第一透明板１
１と第二透明板１２との間にシート状物Ｐを挟みこむことで、当該シート状物Ｐを保持す
ることができる。第一透明板１１は透過性を有する（透明である）ため、当該第一透明板
１１を透して前方からシート状物Ｐを視認することができる。
【００２０】
　図２及び図３に示すフローラルフォーム２０は、本考案に係る草花保持部材の一実施形
態であり、草花を保持するためのものである。フローラルフォーム２０は、草花を挿すこ
とで保持することが可能な生花用の給水スポンジである。フローラルフォーム２０は、略
直角三角形の底面（前面及び後面）を有する角柱（三角柱）状に形成される。フローラル
フォーム２０の後面は、第一透明板１１の左上隅近傍及び右下隅近傍に、それぞれ接着剤
を用いて接着（固定）される。この際、正面視において、当該フローラルフォーム２０の
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底面の斜辺が第一透明板１１の中央を向くように配置される（図２参照）。
【００２１】
　このように、正面視においてフローラルフォーム２０の斜辺が第一透明板１１（本体１
０）の中央を向くように配置することで、当該第一透明板１１の中央部分のスペースを広
く確保することができる。これによって、後述する草花３０を保持するためのフローラル
フォーム２０の体積を確保しながらも、写真等のシート状物Ｐが配置されるスペースを広
く確保することができる。
【００２２】
　図１及び図４に示す草花３０は、本体１０を装飾するためのものである。草花３０は、
主として苔３１、花３２及びつる３３を具備する。
　なお、草花３０は、プリザーブド加工（脱水及び脱色された後に、着色及び乾燥される
加工）が施された、いわゆるプリザーブドフラワーである。これによって、草花３０には
水を与える必要がなく、また当該草花３０の劣化を抑制することができる。
【００２３】
　苔３１は、フローラルフォーム２０の表面に接着剤を用いて接着される。これによって
、フローラルフォーム２０を苔３１で覆い隠すことができる。
【００２４】
　花３２は、フローラルフォーム２０に挿し込まれることで、当該フローラルフォーム２
０に固定される。花３２は、主にフローラルフォーム２０の前面に挿し込まれる。
【００２５】
　つる３３は、その中途部に複数の葉３３ａを有する。つる３３は、その一端をフローラ
ルフォーム２０に挿し込まれることで、当該フローラルフォーム２０に固定される。つる
３３の一端は、主にフローラルフォーム２０の側面に挿し込まれる。
【００２６】
　つる３３の他端は、第一透明板１１の前面に沿うように延設される。具体的には、左上
隅のフローラルフォーム２０に固定されたつる３３の他端は、当該フローラルフォーム２
０から右方及び下方に向かってそれぞれ延設される。また、右下隅のフローラルフォーム
２０に固定されたつる３３の他端は、当該フローラルフォーム２０から左方及び上方に向
かってそれぞれ延設される。
【００２７】
　図４に示すように、つる３３（例えば、右下隅のフローラルフォーム２０から上方に向
かって延設されたつる３３）の他端部（上端部）近傍の部分（以下、単に「接着部Ｇ」と
記す）は、第一透明板１１の前面に接着剤を用いて接着される。他のつる３３の他端部近
傍も同様に、第一透明板１１の前面に接着剤を用いて接着される。
【００２８】
　このようにつる３３を固定することによって、当該つる３３及び葉３３ａによって本体
１０を略長方形状に縁取ることができる（図１参照）。このように構成された額縁１の中
央部に写真や絵画等（シート状物Ｐ）を挟み込むことで、当該写真等を草花３０で囲むよ
うにして飾り付けることができる。
【００２９】
　また、このように構成された額縁１において草花３０を取り替えたい場合には、本体１
０に接着された部分、すなわちフローラルフォーム２０の接着面（後面）及びつる３３の
接着部Ｇ（他端部近傍）を第一透明板１１から剥がす。この際、本体１０に接着されてい
るのはフローラルフォーム２０の接着面（後面）及びつる３３の接着部Ｇのみである（接
着部分が少ない）ため、当該剥がす作業を容易に行うことができる。その後、新たなフロ
ーラルフォーム２０及び草花３０を本体１０に固定することで、異なる美観を有する額縁
１が得られる。
【００３０】
　以上の如く、本実施形態に係る額縁１は、シート状物Ｐを前方から視認可能な状態で保
持することが可能な本体１０と、本体１０の前面に固定されるフローラルフォーム２０（
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ものである。
　このように構成することによって、写真や絵画等のシート状物Ｐと共に草花３０が飾ら
れることで、斬新な美観が得られる。
【００３１】
　また、草花３０は、フローラルフォーム２０から本体１０の前面に沿うように延設され
、延設された側の端部近傍（接着部Ｇ）を本体１０の前面に固定されるものである。
　このように構成することによって、本体１０の前面の広い範囲に草花３０を配置するこ
とができる。また、当該草花３０の固定箇所が少ないため、当該草花３０を容易に取り外
すことができる。
【００３２】
　また、草花３０にはプリザーブド加工が施されているものである。
　このように構成することによって、草花３０の劣化を抑制することができる。
【００３３】
　なお、本考案に係る本体の構成は、本実施形態に係る本体１０に限るものではない。
　例えば、本体は正面視長方形状でなくても良く、任意の形状（その他の多角形や円形等
）とすることができる。
　また、通常、写真等は正面から見るため、本体の背面（本実施形態においては、第二透
明板１２）は透明でなくても良い。
　また、本体には、通常の額縁と同様に、木製の枠や表面加工等で予め縁取りがなされて
いても良い。
　また、本体には、壁等に掛けるための紐や、立てた状態で飾るためのスタンドを設けて
も良い。
【００３４】
　また、本考案に係る草花保持部材の構成は、本実施形態に係るフローラルフォーム２０
に限るものではない。
　例えば、草花保持部材は正面視三角形状でなくても良く、任意の形状（その他の多角形
や円形等）とすることができる。
　また、草花保持部材は任意の位置に配置（固定）することができる。
　また、草花保持部材は２つ設ける構成に限るものではなく、１つや３つ以上設けても良
い。
【００３５】
　また、本考案に係る草花の構成は、本実施形態に係る草花３０に限るものではない。
　例えば、花や苔等の種類は任意に選択することができる。
　また、草花は任意の位置（形状）に配置することができる。
　また、草花を本体に接着する部分は端部近傍の１箇所に限るものではなく、つるが長い
場合等には２箇所以上接着しても良い。但し、後に草花を取り外す場合もあるため、接着
する箇所は少ない方が望ましい。
　また、草花はプリザーブド加工されたもの（プリザーブドフラワー）だけでなく、造花
や生花を用いることも可能である。
【符号の説明】
【００３６】
　１　　額縁
　１０　本体
　２０　フローラルフォーム（草花保持部材）
　３０　草花
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